
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
軽暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

TikTok 
アメリカで TikTok について、収集したユーザーデータが中国政府の手に渡ることを懸

念して、事業売却か利⽤禁⽌のいずれかを迫る法案が成⽴しました。これを受け、運

営する中国企業バイトダンス社は、そのような⼼配は不要で、違憲な法律だとして法

廷で争う構えを示しました。一方、フランスとスペインでは、アプリの利⽤時間など

に応じてユーザーに報酬を支払う TikTok Lite の報酬プログラムについて、一時停⽌と

しました。EU では、この機能は特に子どもに対して有毒で中毒性があるとし、対策が

講じられない限り禁⽌するとしています。 

Facebook・Instagram 

実業家の前澤友作氏が、フェイスブックやインスタグラムで横⾏している著名⼈を使
った詐欺広告問題について、運営するメタ社にあらためて改善を要求しました。アプ
リ上で著名⼈の顔写真などを使い、あたかも本⼈が認証しているかのように装った投
資関連などの詐欺広告が多発し大きな問題になっている件に対し「詐欺広告がなくな
るよう措置を講じます」としながら、「いろいろやるけど全ての詐欺広告を無くすの
は無理だから理解して」というメタ社の回答を公表し、開き直りと指摘しました。 

増収増益 
バイトダンス社の年間利益、2022 年は約 54％の増益、2023 年には約 60％の増益と
みられています。利払い・税引き・減価償却前利益は、400 億ドル（約６兆 700 億
円）余りに急増。22 年は約 250 億ドルでした。年間売上⾼も 800 億ドルから 1200
億ドル近くに増えたとみられ、企業価値が世界で最も⾼く評価されています。また、
米メタ社が 24 日発表した 2024 年 1〜3 月期決算は、売上⾼が前年同期⽐ 27%増の
364 億 5500 万ドル（約 5 兆 6600 億円）、純利益が約 2.2 倍の 123 億 6900 万ドル
とし、4 四半期連続で増収増益となりました。 

問題︖解決︖ 

新しい仕組みには新しい問題が付きものです。途方もない売上や利益をたたき出す新
興大企業が、社会に存続するための過程で、社会的責任と利益追求のバランスをどう
していくのか︖日本ではどうなるのか︖ では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

744 の消滅可能性都市！というショ

ッキングな発表がありました。2050

年までの３０年の間に 20～39 才の

女性の減り方を分析して分類したそ

うです。 

全体で 1729 のうち約４割超にあた

る 744 の自治体が消滅する可能性

があるとのことですが、10 年前は

896 だったので、150 ぐらいがなくな

らずに済むようになった？ 

これに対し自立持続可能性が高い

都市が 65 しかなく、さらに人口流入

が多いものの出生率の低いブラック

ホール型なるものが 25。どちらにも

該当しない 895 の都市が最多数。 

女性がいなければ子供は生まれな

いのは当然ですが、女性だけいれ

ば子供ができるのか？ 結婚のメリ

ットが感じられないという男性が増え

ているそうで、男性会員数が圧倒的

に減って運営が困難になってきてい

る結婚相談所もあるそうです。 

性別や年齢を問わず、生活の不安

がなく安心して生活できる、地域の

特性に合った住みやすい社会を作

ることがゴールだとしたら、何が必要

なのでしょうか？一時金のような場

当たり的なものではないと思うので

すが。お金に関する不安が強すぎ

て、個人と社会のニーズが異なって

きているように感じます。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

（皐月）MAY
3日・憲法記念日　4日・みどりの日　5日・こどもの日
6日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土

5 2024（令和6年）

◆  5月の税務と労務 5月

力士の収入　5月は年間6場所行われる大相撲の夏場所が東京・両国国技館で開催され
ます。昔から「土俵には金が埋まっている」と言われる世界ですが、力士の収入に係る所
得区分は、給料は「給与所得」、優勝賞金及び殊勲賞・敢闘賞・技能賞の三賞は「一時所得」、
懸賞金は「事業所得」とされています。

国　税／ 4月分源泉所得税の納付 5月10日
国　税／ 3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 5月31日
国　税／ 9月決算法人の中間申告 5月31日
国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付 5月31日
国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月15日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付 
 都道府県の条例で定める日

クレマチス
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5 月号─2

化
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
人
員
縮

小
と
い
う
短
絡
的
な
発
想
で
は
な

く
、
事
務
管
理
の
根
本
的
な
改
革
に

取
り
組
む
べ
き
で
す
。
事
務
管
理
部

門
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
は
現
場

の
生
産
部
門
や
営
業
担
当
者
に
対
し

業
務
が
円
滑
に
促
進
さ
れ
る
支
援
を

行
う
こ
と
で
す
。

　
そ
こ
で
、
事
務
管
理
業
務
の
合
理

化
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
合
理
化

に
は
、
以
下
の
２
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が

あ
り
ま
す
。

①

　業
務
の
再
構
築

　
事
務
管
理
業
務
は
何
を
す
べ
き
で

し
ょ
う
か
。
業
務
の
す
べ
て
を
一
度

洗
い
な
お
し
本
当
に
必
要
な
も
の
と

不
要
な
も
の
に
分
け
ま
し
ょ
う
。
過

去
か
ら
の
慣
行
で
行
わ
れ
て
い
る
も

の
は
必
要
か
ど
う
か
必
ず
チ
ェ
ッ
ク

し
な
お
し
、
不
必
要
な
業
務
は
切
り

捨
て
て
業
務
を
再
構
築
し
ま
す
。

②

　業
務
の
効
率
化

　
業
務
の
再
構
築
に
よ
っ
て
必
要
な

仕
事
だ
け
が
残
り
、
残
っ
た
仕
事
を

事
務
管
理
業
務
全
体
か
ら
み
た
効
率

化
を
図
り
ま
す
。
例
え
ば
、
業
務
分

担
を
決
め
た
り
、
指
示
・
命
令
・
報

告
系
統
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
ス

ム
ー
ズ
な
流
れ
と
な
り
ま
す
。
全
体

の
業
務
効
率
化
が
で
き
れ
ば
、
次
に

個
別
業
務
の
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

個
別
業
務
の
効
率
化
は
、
そ
の
業
務

の
手
順
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調

査
分
析
し
て
最
適
な
や
り
方
を
根
本

的
に
見
直
し
て
い
き
ま
す
。

　
最
適
な
業
務
手
順
を
確
認
で
き
れ

ば
、
こ
の
手
順
を
見
え
る
形
に
す
る

た
め
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
ま
す
。
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
に
は
工
夫
が
必
要
で

す
。
業
務
全
体
の
流
れ
を
掴
む
に
は

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
形
式
が
わ
か
り
や

す
い
で
す
し
、
あ
る
手
順
を
具
体
的

に
遂
行
す
る
に
は
イ
ラ
ス
ト
や
箇
条

書
き
で
説
明
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
一
律
に
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
固
定
化
せ
ず
狙
い
に
応
じ
た
形
式

を
採
用
す
る
こ
と
が
良
い
で
し
ょ
う
。

事
務
管
理
業
務
は
個
人
の
ノ
ウ
ハ
ウ

に
な
り
が
ち
で
す
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

化
す
れ
ば
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が

で
き
業
務
が
標
準
化
さ
れ
共
有
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
業
務
の
効
率
化
を
考
え
る

と
機
械
化
と
い
う
こ
と
も
視
野
に
入

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
働
き
方
改

革
や
生
産
性
向
上
な
ど
企
業
を
取
り

巻
く
環
境
が
刻
一
刻
と
変
化
す
る
中

R
P
A（
ロ
ボ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス
・

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
）が
注
目
を
集
め

て
い
ま
す
。「
R
P
A
化
」
と
も
呼

ば
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ

る
か
、
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

R
P
A
に
で
き
る
こ
と

　
個
別
業
務
の
効
率
化
を
考
え
る
上

で
、
定
型
的
な
ル
ー
テ
ィ
ン
業
務
は

必
ず
発
生
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
業

務
に
人
的
資
源
を
割
く
の
は
非
効
率

的
で
す
。

　
そ
こ
で
最
近
導
入
が
進
ん
で
い
る

の
が
R
P
A
で
す
。
R
P
A
は
パ
ソ

コ
ン
や
サ
ー
バ
ー
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル

す
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
型
の
ロ
ボ
ッ
ト

で
、
人
が
行
っ
て
い
る
業
務
の
作
業

手
順
を
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
覚
え
さ
せ

登
録
し
た
業
務
を
繰
り
返
す
仕
組
み

で
す
。
R
P
A
を
活
用
す
れ
ば
定
型

的
な
業
務
を
自
動
化
し
人
は
コ
ア
業

務
に
専
念
で
き
ま
す
。

　
R
P
A
に
向
い
て
い
る
管
理
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

在
庫
管
理
：
R
P
A
を
活
用
し
て
商

品
の
在
庫
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
監
視
し
在
庫
が
一
定
水
準
以
下

に
な
る
と
自
動
的
に
発
注
処
理
を

行
え
ま
す
。
在
庫
切
れ
に
よ
る
販

売
機
会
の
損
失
を
防
ぎ
過
剰
な
在

庫
リ
ス
ク
の
軽
減
に
繋
が
り
ま
す
。

勤
怠
管
理
：
従
業
員
の
タ
イ
ム
カ
ー

ド
情
報
か
ら
出
勤
退
勤
時
間
を
抽

事
務
管
理
業
務
の
見
直
し
の
必
要
性

　
生
産
部
門
の
仕
事
は
定
型
的
な
こ

と
が
多
く
標
準
化
・
機
械
化
が
さ
れ

あ
ま
り
人
手
を
必
要
と
し
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
事

務
管
理
の
仕
事
は
、
頭
の
中
で
考
え

る
こ
と
が
多
く
作
業
の
標
準
化
・
機

械
化
が
難
し
く
、
人
に
よ
っ
て
完
成

物
は
異
な
り
属
人
化
さ
れ
が
ち
で
す
。

　
人
件
費
負
担
を
減
ら
す
に
は
合
理

事務管理業務の見直し策
～注目されるRPAとは～



3─5月号

出
し
残
業
や
休
暇
取
得
の
管
理
を

自
動
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

勤
怠
デ
ー
タ
か
ら
自
動
的
に
給
与

計
算
を
行
っ
た
り
休
暇
申
請
の
承

認
プ
ロ
セ
ス
を
効
率
化
で
き
ま
す
。

発
注
・
納
品
管
理
：
請
求
書
や
経
費

の
処
理
な
ど
手
順
が
決
ま
っ
て
い

る
単
純
な
定
型
業
務
は
得
意
で

す
。
注
文
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
会

計
シ
ス
テ
ム
へ
の
デ
ー
タ
移
行
を

R
P
A
で
自
動
化
す
れ
ば
時
間
と

コ
ス
ト
が
大
幅
に
節
約
で
き
ま
す
。

入
力
ミ
ス
を
削
減
し
効
率
化
が
図

れ
ま
す
。

R
P
A
で
で
き
な
い
こ
と

　
R
P
A
は
事
前
に
設
定
さ
れ
た
手

順
ど
お
り
に
作
業
し
ま
す
が
、
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
事
象
に
対
し
て
は
ど
の

よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
自
ら
考
え
て

行
動
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
が
A
I
（
人
工
知
能
）
と
異
な
る

と
こ
ろ
で
す
。

例
：
デ
ー
タ
入
力
で
半
角
数
字
し
か

認
識
し
な
い
と
こ
ろ
へ
全
角
ハ
イ

フ
ン
を
入
力
し
た
場
合
↓
エ
ラ
ー

が
起
こ
り
ス
ト
ッ
プ
↓
R
P
A
担

当
者
に
ア
ラ
ー
ト
が
出
る

　
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
象
が
発
生
し

た
場
合
は
人
の
手
で
作
業
す
る
か
、

あ
ら
た
め
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
業
務
内
容
が
頻
繁
に

変
化
す
る
場
合
、
そ
の
変
更
に
対
応

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
毎
月
の
報
告
書
作
成
は
自
動

化
に
最
適
で
す
が
、
頻
繁
に
変
更
が

発
生
す
る
緊
急
の
顧
客
対
応
は
人
の

判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

R
P
A
の
メ
リ
ッ
ト

◎
　
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
型
の
ロ
ボ
ッ
ト

な
の
で
24
時
間
３
６
５
日
働
き
続

け
ら
れ
ま
す
。

◎
　
人
が
作
業
す
る
よ
り
倍
以
上
の

業
務
量
を
こ
な
せ
ま
す
。
シ
ス
テ

ム
化
す
る
こ
と
で
生
産
性
が
向
上

し
ま
す
。

◎
　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
な
ど
の
ミ

ス
が
な
く
業
務
品
質
の
改
善
に
な

り
ま
す
。

　
今
や
R
P
A
は
単
な
る
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
ロ
ボ
ッ
ト
の
域
を
超
え
「
仮
想

知
的
労
働
者
」
や
「
デ
ジ
タ
ル
レ
イ

バ
ー
」、
つ
ま
り
、
一
人
の
労
働
者

と
し
て
そ
の
存
在
価
値
が
増
し
て
い

ま
す
。

R
P
A
の
デ
メ
リ
ッ
ト

◎
　
例
外
的
な
ル
ー
ル
に
弱
い
：
ル

ー
ル
に
合
致
し
な
い
デ
ー
タ
が
入

っ
て
い
た
り
画
面
表
示
が
異
な
る

と
業
務
が
一
時
的
に
ス
ト
ッ
プ
し

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

◎
　
導
入
コ
ス
ト
が
か
か
る
：
高
機

能
な
R
P
A
は
数
十
万
円
か
ら
数

百
万
円
か
か
る
場
合
が
あ
る
た
め

費
用
対
効
果
を
測
っ
た
う
え
で
導

入
す
べ
き
で
す
。

R
P
A
の
事
務
作
業
に

導
入
す
る
効
果
は
？

　
日
本
の
総
人
口
は
２
０
５
０
年
代

に
は
１
億
人
を
割
り
込
み
、
生
産
年

齢
人
口
（
15
〜
65
歳
）
は
５
０
０
０

万
人
を
下
回
り
あ
ら
ゆ
る
業
界
で
人

手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
き
ま
す
。

R
P
A
導
入
に
よ
り
事
務
管
理
業

務
の
作
業
時
間
を
大
幅
に
削
減
で
き

残
業
代
な
ど
の
コ
ス
ト
を
減
ら
せ
ま

す
し
、
退
職
者
や
休
職
者
が
出
た
場

合
で
も
業
務
が
滞
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
非
効
率
な
業
務
が
原
因
の
長
時
間

労
働
や
休
日
出
勤
の
是
正
に
も
な

り
、
働
き
方
改
革
の
実
現
に
貢
献
で

き
ま
す
。

R
P
A
は
ど
こ
ま
で
す
べ
き
？

　
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
リ
タ
ー
ン
が

あ
る
か
で
す
。
R
P
A
導
入
の
コ
ス

ト
は
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
購
入
費
用
や

シ
ス
テ
ム
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
、
従
業

員
の
研
修
費
用
な
ど
も
含
ま
れ
初
期

投
資
は
高
額
に
な
り
が
ち
で
す
。
１

年
間
で
ど
れ
だ
け
の
労
働
時
間
を
節

約
で
き
る
か
計
算
し
、
時
間
節
約
や

エ
ラ
ー
の
減
少
に
繋
が
る
な
ど
導
入

コ
ス
ト
に
見
合
う
か
を
評
価
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
コ
ス
ト
回
収
が
見
込
め
な
い
場
合

や
長
期
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用
が

課
題
に
な
る
場
合
に
は
、
再
検
討
す

べ
き
で
す
。

最
後
に

　
事
務
管
理
業
務
の
合
理
化
は
一
度

や
れ
ば
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
合
理
化
に
よ
っ
て
最
適

化
さ
れ
て
も
ま
た
し
ば
ら
く
経
っ
て

環
境
が
変
わ
れ
ば
や
り
方
も
変
わ
っ

て
き
ま
す
。
現
状
の
業
務
の
や
り
方

が
最
適
な
方
法
な
の
か
を
常
に
見
直

す
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
合
理
化
を
継
続
し
て
こ
そ
効
率
的

な
組
織
や
業
務
手
順
を
維
持
で
き
ま

す
。
合
理
的
で
な
い
方
法
で
も
そ
れ

が
い
つ
の
間
に
か
慣
習
に
な
っ
て
引

き
継
が
れ
て
い
く
う
ち
に
定
着
し
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
ま
し
ょ

う
。
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企
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
一
体
的
に

経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
課
税
関
係
に
つ
い
て
も
グ
ル
ー

プ
全
体
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
「
グ

ル
ー
プ
法
人
税
制
」
が
あ
り
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
は
平
成
22
年
度

の
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た
制
度
で

す
が
、
意
外
と
多
く
の
法
人
が
対
象

に
な
り
ま
す
の
で
、
思
わ
ぬ
課
税
が

さ
れ
な
い
よ
う
に
制
度
の
内
容
を
紹

介
し
ま
す
。

完
全
支
配
関
係
と
は
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
は
、
完
全
支

配
関
係
（
１
０
０
％
グ
ル
ー
プ
内
の

関
係
）
の
あ
る
法
人
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
完
全
支
配
関
係
と
は
、
①
一

の
者
が
発
行
済
株
式
も
し
く
は
出
資

の
全
部
を
直
接
も
し
く
は
間
接
に
保

有
す
る
関
係（
以
下
、「
当
事
者
間
の

完
全
支
配
の
関
係
」
と
い
い
ま
す
）、

又
は
、
②
一
の
者
と
の
間
に
当
事
者

間
の
完
全
支
配
の
関
係
が
あ
る
法
人

相
互
の
関
係
、
を
い
い
ま
す
。

　
図
１
の
例
１
で
は
、
一
の
者
（
A

社
）
が
B
社
の
株
式
を
１
０
０
％
保

有
し
て
い
る
の
で
、
完
全
支
配
関
係

が
あ
り
ま
す
。
例
２
は
、一
の
者（
C

社
）
と
直
接
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

法
人
（
D
社
）
が
E
社
の
株
式
を
１

０
０
％
保
有
し
て
い
る
の
で
、
C
社

と
E
社
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係

が
あ
り
ま
す
。
相
互
に
株
式
の
一
部

を
持
ち
合
い
し
て
い
る
場
合
も
同
様

で
す
。
例
３
の
場
合
、F
社
と
G
社
、

F
社
と
H
社
だ
け
で
は
な
く
、
G

社
と
H
社
と
の
間
に
も
完
全
支
配

関
係
が
あ
り
ま
す
。

一
の
者
が
個
人
の
場
合
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　
一
の
者
が
個
人
の
場
合
は
、
そ
の

者
（
株
主
等
）
の
親
族
や
使
用
人
な

ど
、
そ
の
者
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る

個
人
を
含
み
ま
す（
表
１
参
照
）。

　
図
２
の
例
４
の
よ
う
に
、
一
の
者

（
父
）
が
I
社
と
J
社
の
株
式
を
１

０
０
％
保
有
し
て
い
る
場
合
、
I
社

と
J
社
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が

あ
り
ま
す
。
例
５
の
よ
う
に
K
社

の
株
主
と
L
社
の
株
主
が
親
族
の

場
合
も
、
一
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
会

社
の
株
式
を
１
０
０
％
保
有
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
K
社
と

L
社
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が

あ
り
ま
す
。

　
１
人
が
１
社
の
株
式
を
１
０
０
％

保
有
し
て
い
な
く
て
も
、
例
６
の
よ

う
に
親
子
で
M
社
と
N
社
の
株
式

を
１
０
０
％
保
有
し
て
い
る
場
合

も
、
M
社
と
N
社
と
の
間
に
完
全

支
配
関
係
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
例

７
の
よ
う
に
、
O
社
の
株
主
（
甲
）

と
P
社
の
株
主
（
丁
）
と
は
親
族
関

係
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
O
社
に
つ
い

て
は
甲
・
乙
・
丙
が
一
の
者
に
な
り
、

P
社
に
つ
い
て
は
乙
・
丙
・
丁
が

一
の
者
に
な
る
た
め
、
O
社
と
P

社
と
の
間
に
は
、
同
一
の
者
（
乙
又

は
丙
）
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
会
社
間
の

取
引
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
グ
ル
ー
プ

法
人
税
制
と
い
い
ま
す
。

　
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
2
社
間
で

一
定
の
資
産
を
売
買
し
た
場
合
に

は
、
譲
渡
損
益
は
繰
り
延
べ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
資

産
は
、
固
定
資
産
や
棚
卸
資
産
た
る

注
意
し
た
い

グ
ル
ー
プ
会
社
間
の
取
引

表１　特殊の関係

① 株主等の親族（6親等内の血族、配偶者及び3親等
内の姻族）

② 株主等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
係と同様の事情にある者

③ 株主等（個人である株主等に限る。④において同じ）
の使用人

④ ①から③に掲げる者以外の者で、株主等から受ける
金銭その他の資産によって生計を維持している者

⑤ ②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の
親族
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土
地
、
有
価
証
券
、
金
銭
債
権
、
繰

延
資
産
で
す
が
、
売
買
目
的
有
価
証

券
や
譲
渡
直
前
の
帳
簿
価
額
が
１
０

０
０
万
円
未
満
の
も
の
な
ど
は
除
か

れ
ま
す
。

　
通
常
、
法
人
間
で
寄
附
金
に
該
当

す
る
取
引
が
あ
っ
た
場
合
、
寄
附
を

し
た
法
人
に
つ
い
て
は
損
金
算
入
限

度
額
を
超
え
る
寄
附
金
の
額
は
損
金

の
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で

寄
附
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
は
、

寄
附
金
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
グ
ル
ー
プ
法
人

税
制
で
は
、
法
人
に
よ
る
完
全
支
配

関
係
が
あ
る
法
人
間（
例
の
１
〜
３
）

で
寄
附
金
に
該
当
す
る
取
引
が
あ
っ

た
場
合
、
寄
附
を
し
た
法
人
に
つ
い

て
は
、
寄
附
金
の
全
額
が
損
金
の
額

に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
寄
附

を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

全
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
後

開
始
事
業
年
度
か
ら
、
完
全
支
配
関

係
が
あ
る
内
国
法
人
に
対
し
て
有
す

る
金
銭
債
権
は
、
個
別
評
価
金
銭
債

権
及
び
一
括
評
価
金
銭
債
権
に
は
含

ま
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
貸
倒
引
当

金
の
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

図 1　完全支配関係の例（株主が法人の場合）

例 1

A社

　　　　　100%

B社

例 2

C社

　　　　　100%

D社

　　　　　100%

E 社

例 3

図 2　完全支配関係の例（株主が個人の場合）

F社

G社 H社

※G社と H社で相互に持ち合い

20%

20%

80%80%

80%80%

例 4 例 5

父

父 子

K社 L社

父 子

M社 N社

一の者

一の者 甲

O社 P社

丁
（丙の兄）

一の者

I 社 J 社

100%

100% 100%

100%

※父と子で、それぞれの会社の
株式を 100％保有

例 6

20% 20%

例 7

乙
（甲の弟）

丙
（乙の妻）
（丁の妹）

100% 100%
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障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者
差

別
解
消
法
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

る
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
は
、
こ

れ
ま
で
行
政
機
関
等
は
義
務
と
さ
れ
、

事
業
者
は
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

事
業
者
も
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
同
法
の
概
要
と
「
合
理

的
配
慮
の
提
供
」
と
し
て
事
業
者
が

実
施
す
る
こ
と
を
解
説
し
ま
す
。

一

　障
害
者
差
別
解
消
法
の
概
要

　
障
害
者
差
別
解
消
法
は
、
全
て
の

国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分

け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に

人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら

共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
を
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
平
成
28

年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
の
こ
と
が
行
政
機
関
や
事
業
者

な
ど
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈠

　不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

　
障
害
を
理
由
と
し
て
障
害
者
で
な

い
者
と
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
権
利
利

益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
企
業
や
店
舗
な
ど
の
事
業
者
、

国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
な
ど
の
行

政
機
関
等
は
、
例
え
ば
「
障
害
が
あ

る
」と
い
う
事
だ
け
で
財
・
サ
ー
ビ
ス
、

各
種
機
会
の
提
供
を
拒
否
し
た
り
、

そ
れ
ら
を
提
供
す
る
に
当
た
り
場

所
・
時
間
帯
等
を
制
限
し
た
り
す
る

な
ど
、
障
害
の
な
い
人
と
異
な
る
取

扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
の

あ
る
人
を
不
利
に
扱
う
こ
と
の
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
不
当
な
差
別
的
扱
い
の
具
体
例
と

し
て
は
、「
保
護
者
や
介
助
者
が
い

な
け
れ
ば
一
律
に
入
店
を
断
る
」、

「
部
屋
探
し
の
際
に
、『
障
害
の
あ
る

人
向
け
の
物
件
は
な
い
』
と
言
っ
て

対
応
し
な
い
」、「
障
害
が
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
一
律
に
接
遇
の
質
を
下

げ
る
」な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

　
一
方
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る

障
害
を
理
由
と
し
た
異
な
る
取
扱
い

が
、
客
観
的
に
見
て
正
当
な
目
的
の

下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

目
的
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
と

言
え
る
場
合
は
、「
正
当
な
理
由
が

あ
る
」（「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」

に
は
該
当
し
な
い
）
と
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
正
当
な
理
由
に
相
当
す
る
か
否
か

は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
障
害
者
、

事
業
者
、
第
三
者
の
権
利
利
益（
例
：

安
全
の
確
保
、
財
産
の
保
全
、
事
業

の
目
的
・
内
容
・
機
能
の
維
持
、
損

害
発
生
の
防
止
等
）
や
、
行
政
機
関

等
の
事
務
・
事
業
の
目
的
・
内
容
・

機
能
の
維
持
等
の
観
点
か
ら
、
具
体

的
場
面
や
状
況
に
応
じ
て
総
合
的
・

客
観
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

㈡

　合
理
的
配
慮
の
提
供

　
合
理
的
配
慮
の
提
供
と
は
、
障
害

の
あ
る
人
か
ら
「
社
会
の
中
に
あ
る

バ
リ
ア
（
社
会
的
障
壁
※
）
を
取
り

除
く
た
め
に
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
」

と
の
意
思
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
に
、

行
政
機
関
等
や
事
業
者
が
、
負
担
が

重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
必
要
か
つ
合
理

的
な
対
応
を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
前
述
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
は
事
業

者
に
よ
る
合
理
的
配
慮
の
提
供
は
努

力
義
務
で
し
た
が
、
令
和
６
年
４
月

１
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
障
害
の
あ
る
人
と
事
業
者
等
と

の
間
の
「
建
設
的
対
話
」
を
通
じ
て

相
互
理
解
を
深
め
、
共
に
対
応
案
を

検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
（
建
設

的
対
話
を
一
方
的
に
拒
む
こ
と
は
合

理
的
配
慮
の
提
供
義
務
違
反
と
な
る

可
能
性
も
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
）。

※

　社
会
的
障
壁
と
は

　
　「
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常

生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で

障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け

る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ

の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。」
と
さ

れ
て
い
ま
す
（
同
法
第
２
条
）。
内

閣
府
等
が
公
開
す
る
資
料
等
に
お

い
て
は
、
こ
の
障
壁
の
こ
と
を「
バ

リ
ア
」と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
、「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
と
は
、

障
壁
の
除
去
を
表
し
て
い
ま
す
。

合理的配慮の提供義務化
（障害者差別解消法）
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二

　合
理
的
配
慮
の
例
な
ど

　
合
理
的
配
慮
は
、
障
害
の
特
性
や

社
会
的
障
壁
の
除
去
が
求
め
ら
れ
る

具
体
的
場
面
や
状
況
に
応
じ
て
異
な

り
、
多
様
か
つ
個
別
性
の
高
い
も
の

で
す
。
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
た
め

の
手
段
及
び
方
法
に
つ
い
て
、
当
該

障
害
者
本
人
の
意
向
を
尊
重
し
つ

つ
、
過
重
な
負
担
の
考
え
方（
後
述
）

に
掲
げ
た
要
素
も
考
慮
し
、
代
替
措

置
の
選
択
も
含
め
、
双
方
の
建
設
的

対
話
に
よ
る
相
互
理
解
を
通
じ
、
必

要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
で
柔
軟
に
対

応
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
同
法
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
「
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
か
ら
一
部

抜
粋
を
し
ま
す
。

①

　合
理
的
配
慮
の
例

・
　
車
椅
子
利
用
者
の
た
め
に
段
差

に
携
帯
ス
ロ
ー
プ
を
渡
す
、
高
い

所
に
陳
列
さ
れ
た
商
品
を
取
っ
て

渡
す
な
ど
の
物
理
的
環
境
に
係
る

対
応
を
行
う
こ
と

・
　
筆
談
、
読
み
上
げ
、
手
話
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
の
活

用
な
ど
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
、
振
り
仮
名
や
写
真
、
イ
ラ

ス
ト
な
ど
分
か
り
や
す
い
表
現
を

使
っ
て
説
明
を
す
る
な
ど
の
意
思

疎
通
に
係
る
対
応
を
行
う
こ
と

・
　
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
休
憩
時

間
の
調
整
や
必
要
な
デ
ジ
タ
ル
機

器
の
使
用
の
許
可
な
ど
の
ル
ー
ル
・

慣
行
の
柔
軟
な
変
更
を
行
う
こ
と

・
　
店
内
の
単
独
移
動
や
商
品
の
場

所
の
特
定
が
困
難
な
障
害
者
に
対

し
、
店
内
移
動
と
買
物
の
支
援
を

行
う
こ
と

②

　合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
違
反

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
例

・
　
試
験
を
受
け
る
際
に
筆
記
が
困

難
な
た
め
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
使
用

を
求
め
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合

に
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
持
込
み
を

認
め
た
前
例
が
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
な

く
一
律
に
対
応
を
断
る
こ
と

・
　
イ
ベ
ン
ト
会
場
内
の
移
動
に
際

し
て
支
援
を
求
め
る
申
出
が
あ
っ

た
場
合
に
、「
何
か
あ
っ
た
ら
困

る
」
と
い
う
抽
象
的
な
理
由
で
具

体
的
な
支
援
の
可
能
性
を
検
討
せ

ず
、
支
援
を
断
る
こ
と

・
　
自
由
席
で
の
開
催
を
予
定
し
て

い
る
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
弱
視

の
障
害
者
か
ら
ス
ク
リ
ー
ン
や
板

書
等
が
よ
く
見
え
る
席
で
の
セ
ミ

ナ
ー
受
講
を
希
望
す
る
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
、
事
前
の
座
席
確

保
な
ど
の
対
応
を
検
討
せ
ず
に

「
特
別
扱
い
は
で
き
な
い
」
と
い

う
理
由
で
対
応
を
断
る
こ
と

③

　合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
反

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
例

・
　
飲
食
店
に
お
い
て
、
食
事
介
助

等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該

飲
食
店
が
当
該
業
務
を
事
業
の
一

環
と
し
て
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
提
供
を
断
る
こ
と
（
必

要
と
さ
れ
る
範
囲
で
本
来
の
業
務

に
付
随
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ

と
の
観
点
）

・
　
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
配
信
の
み

を
行
っ
て
い
る
事
業
者
が
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
集
団
受
講
で
は
内
容

の
理
解
が
難
し
い
こ
と
を
理
由
に

対
面
で
の
個
別
指
導
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
、
当
該
対
応
は
そ
の
事

業
の
目
的
・
内
容
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
り
、
対
面
で
の
個
別
指
導

を
可
能
と
す
る
人
的
体
制
・
設
備

も
有
し
て
い
な
い
た
め
、
当
該
対

応
を
断
る
こ
と
（
事
務
・
事
業
の

目
的
・
内
容
・
機
能
の
本
質
的
な

変
更
に
は
及
ば
な
い
こ
と
の
観
点
）

・
　
小
売
店
に
お
い
て
、
混
雑
時
に

視
覚
障
害
者
か
ら
店
員
に
対
し
、

店
内
を
付
き
添
っ
て
買
物
の
補
助

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
混
雑
時

の
た
め
付
添
い
は
で
き
な
い
が
、

店
員
が
買
物
リ
ス
ト
を
書
き
留
め

て
商
品
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
提
案
す
る
こ
と
（
過
重
な

負
担
（
人
的
・
体
制
上
の
制
約
）

の
観
点
）

三

　過
重
な
負
担
の
基
本
的
な
考
え
方

　
過
重
な
負
担
に
つ
い
て
は
、
行
政

機
関
等
及
び
事
業
者
に
お
い
て
、
個

別
の
事
案
ご
と
に
次
の
要
素
等
を
考

慮
し
、
具
体
的
場
面
や
状
況
に
応
じ

て
総
合
的
・
客
観
的
に
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

イ
　
事
務
・
事
業
へ
の
影
響
の
程
度

（
事
務
・
事
業
の
目
的
・
内
容
・

機
能
を
損
な
う
か
否
か
）

ロ
　
実
現
可
能
性
の
程
度
（
物
理

的
・
技
術
的
制
約
、
人
的
・
体
制

上
の
制
約
）

ハ
　
費
用
・
負
担
の
程
度

ニ
　
事
務
・
事
業
規
模

ホ
　
財
政
・
財
務
状
況

　
行
政
機
関
等
及
び
事
業
者
と
障
害

者
の
双
方
が
、
お
互
い
に
相
手
の
立

場
を
尊
重
し
な
が
ら
、
建
設
的
対
話

を
通
じ
て
相
互
理
解
を
図
り
、
代
替

措
置
の
選
択
も
含
め
た
対
応
を
柔
軟

に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。



5 月号─8

　賃上げ率は、定期昇給とベア等を含む数
字を指します。
　このうち、定期昇給とは、労働者の年齢
や勤続年数に応じて賃金が毎年自動的に引
き上げられていく仕組みであり、年功序列
型の賃金体系を採用している多くの日本企
業において一般的な制度となっています。
これに対し、ベアとは労働者の賃金表全体
を修正し基本給を底上げする「ベースアッ
プ」を指します。
　中小企業で労働組合がない場合には、経
営者（企業）が賃金や労働時間などの労働
条件を全て決定することが多いかと思われ
ます。その際には3つのポイントがありま
す。
⑴　定期昇給だけでなくベアが実施される
か？

　ベアは一度引き上げてしまうとその後企
業が業績悪化した場合でも、なかなか引き

下げることができないため、多くの中小企
業では業績が明確に改善した場合でもベア
ではなく、まず賞与を引き上げることによっ
て労働者の処遇改善を行う傾向がみられま
す。
⑵　5％の賃上げ率の水準は交渉戦術であ
り実際の賃上げ率はどうか
　昨年の平均賃上げ率は30年ぶりに3％
後半の高水準となりました。しかし、物価
上昇率をカバーするまでには至っていません。
賃金の上昇が物価上昇に打ち勝ち景気の好
循環を実現できるか注目です。
⑶　5％の賃上げ率のうちベア分はどれぐ
らいか
　大手の場合、賃上げ率のうちベアは3％
程度としていますが実際のベアは2％前後
の水準にとどまっています。人手不足の中、
中小企業でも、人材を確保するには基本給
を上げるベアを上昇させる必要があります。
物価上昇を起点に企業が賃上げする動きが
強いものとなれば中小企業も含めた日本経
済の復活に繋がるでしょう。

賃上げ率を見る際のポイント

　遺贈寄付をご存じですか。
　遺贈寄付とは、「遺産の一部を非営利団
体等へ寄付する」ことで近年、人生最期の
社会貢献として注目を集めています。
　寄付の方法としては、「遺言による寄付」、
「生命保険・信託など契約による寄付」、「相
続財産による寄付」の大きく3種類に分け
られます。相続人が誰もいない人の遺産は、
相続財産清算人による手続きを経て国庫に
帰属しますので、せっかくなら寄付したい
と考える人が増えています。
　しかし、実際は遺言書作成のハードルが
高く、遺贈寄付に興味がありながら行動に
至らないのが現状です。資金を若い世代や
公益活動に移転させる方法の一つとして遺
贈寄付の果たす役割は大きく、「おひとり
さま」が今後ますます増えると選択肢とし
てその存在は欠かせません。遺言書作成の
ハードルを下げ遺言自体の普及が重要です。

遺贈寄付　
せ
っ
か
く
の
休
日
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
過

ご
し
て
い
る
の
に
疲
れ
が
取
れ
な
い

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
疲

れ
を
取
る
た
め
に
布
団
で
ず
っ
と
寝

た
り
、
外
に
出
ず
１
日
を
過
ご
す
と

十
分
に
休
息
を
と
っ
て
い
る
と
考
え

が
ち
で
す
が
、
こ
れ
は
間
違
っ
た
休

息
の
取
り
方
で
す
。特
に
デ
ス
ク
ワ
ー

ク
で
疲
れ
て
い
る
場
合
は
体
の
あ
ら

ゆ
る
部
分
が
硬
く
な
っ
て
い
る
た
め

の
ん
び
り
過
ご
す
だ
け
で
は
疲
れ
は

取
れ
ま
せ
ん
。

　
オ
ス
ス
メ
な
の
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ

レ
ス
ト
」
と
い
う
休
息
方
法
で
す
。

心
拍
数
を
あ
ま
り
上
げ
ず
10
分
程
度

の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
軽
い
運
動

を
し
て
血
行
を
よ
く
し
疲
労
物
質
の

排
出
を
促
し
ま
す
。
ス
マ
ホ
の
見
過

ぎ
で
脳
の
疲
労
が
た
ま
っ
て
い
る
方

も
多
い
で
す
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
レ
ス
ト

中
は
ス
マ
ホ
を
持
ち
歩
か
ず
運
動
に

集
中
し
て
脳
を
休
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

の
ん
び
り
す
る
だ
け
で
は
疲
れ
は
取
れ
な
い
?!
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